
見 本 ご夫妻に未成年のお子様がいる場合で、令和８年４月１日以降に
離婚届出をする場合は、本紙に記載し、離婚届に添付してください。

新座　強

新座　風子

✔ ✔

新座　太郎 新座　花子

✔

✔

✔

【注意事項】
・　令和８年４月１日から、父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されます。
　　父母の離婚後の親権者の定めの選択肢が広がり、離婚後の父母双方を親権者と定める
　ことができるようになります。
　　このため、離婚届の様式が変更されます。未成年の子がいる夫妻が今までの様式の離
　婚届を提出する場合は、この「別紙」をあわせて提出してください。
・　親権者の指定を求める調停又は審判の申立てをしていれば、親権者を定めずに協議離
　婚の届出をすることができます。その場合は、「親権者の指定を求める家事審判又は家
　事調停の申立てがされている子」欄に子の氏名を記載してください。申立て後、速やか
　に協議離婚の届出をした上で、調停又は審判の手続で親権者を定める必要があります。
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例：大学を卒業するまで養育費が必要となる子


